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ははじじめめにに  

 

 

 特定行為研修制度の普及と在宅医療における医師の手順書作成に係る負担軽減を図り、

特定行為研修修了者を活用しやすい環境の整備をすることを目的に、厚生労働省の補助

事業として、栃木県医師会が令和７年度実施団体として選定されました。 

 

 

 本事業では、在宅領域における特定行為研修修了者による特定行為と手順書について、

医療機関の先生方にご理解をしていただき、地域での活用を目指して、推進委員会やワ

ーキンググループで検討を重ねて参りました。 

 

 

 本県でも、特定行為研修や修了者の認知度が低く、また、在宅に係る特定行為研修修

了者が少ないといった現状でありますが、医師と看護師が協働する取組が広がり、現在

の医療従事者不足を少しでも補えるよう、タスクシフト・シェアを進め、共に協力して、

栃木県の医療を守っていかねばならないと考えております。 

 

 

 今回、作成いたしました本手順書が、在宅医療を担うかかりつけ医と特定行為を行う

看護師の連携促進、今後の各地域における在宅医療提供体制構築の一助となれば幸いで

す。 

 

 

                          栃木県医師会長 小沼一郎 
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特特定定行行為為にに係係るる看看護護師師のの研研修修制制度度とと手手順順書書ににつついいてて 

 

＜制度の目的＞ 

 特定行為研修制度は、看護師が医師の指示を待たずに一定の診療補助行為（特定行為）

を実施できるようにすることを目的としている。 

 この制度により、看護師は医師が作成した「手順書」に基づいて、特定の医療行為を

行うことが可能になる。 

 これにより、医療現場での看護師の役割が拡大し、より迅速なケアが提供できるよう

になる。 

 

＜対象者と研修内容＞ 

 この研修は、看護師免許を有する者が対象で、特に診療補助の実務経験がある看護師

が適している。 

 研修を修了した看護師は、患者の状態を見極め、タイムリーな対応を行うことが期待

される。研修内容には、以下のような特定行為が含まれる。 

 ・医療行為の実施に必要な知識と技術の習得 

 ・医師の指示に基づく特定行為の実施 

 ・患者への薬剤投与や処置、検査に関連する行為 

 

＜手順書＞ 

 手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示とし

て作成する文書であって、以下の内容が含まれるものである。 

 ①看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 

 ②診療の補助の内容 

 ③当該手順書に係る特定行為の対象となる患者 

 ④特定行為を行うときに確認すべき事項 

 ⑤医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が 

  必要となった場合の連絡体制 

 ⑥特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法 

 

 なお、「③当該手順書に係る特定行為の対象となる患者」とは、その手順書を適用する

患者の状態を指し、患者は、医師又は歯科医師が手順書により指示を行う時点において

特定されている必要がある。 

 手順書の具体的な内容については、①から⑥の手順書の記載事項に沿って、各医療現

場において、必要に応じて看護師等と連携し、医師又は歯科医師があらかじめ作成する。 

 また、各医療現場の判断で、記載事項以外の事項やその具体的内容を追加することも

できる。 
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特特定定行行為為にに係係るる地地域域標標準準手手順順書書（（栃栃木木県県医医師師会会）） 
 

 

  ・胃ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換 

 

  ・褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 

 

  ・脱水症状に対する輸液による補正 

 

  ・気管カニューレの交換 

 

  ・膀胱ろうカテーテルの交換 

 

 

 本マニュアルでは、在宅領域で活用される特定行為の上記５行為の手順書を掲載して

おります。 

 この手順書は厚生労働省の「特定行為に係る手順書例集」等を参考に、栃木県看護協

会の協力のもと、栃木県医師会〔地域標準手順書普及等推進委員会（ワーキンググルー

プ会議）]で作成しています。 

 

 栃木県の在宅医療の特性を加味し、地域で活用できることを念頭に置いて作成してお

りますが、必要に応じて医師と特定行為研修修了看護師と連携したうえで、記載事項以

外の事項やその具体的内容など、各在宅医療現場に即して追加・修正等いただき、ご活

用願います。 

 

 掲載されております手順書は、栃木県医師会ホームページにも掲載しておりますので、

ご活用ください。 

 

 

     栃木県医師会ホームページ 

     ホーム > 医師の皆様へ > 在宅医療 

     http://www.tochigi-med.or.jp/doctor/homecare/ 
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<その他 手順書例集> 

 

・手順書例集について（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00023.html 

 

 

 

 

 

・令和5年度～令和6年度厚生労働科学研究費 

  「看護師の特定行為に係る手順書の実態調査研究」 

         特定行為に係る手順書例集（令和7年 3月） 

    https://www.mhlw.go.jp/content/001602062.pdf 

 

 

 

・厚生労働省特定行為に係る手順書例集～在宅領域版～(令和2年 3月） 

    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001636685.pdf 
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看護師特定行為手順書（胃ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換） 
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看護師特定行為手順書（褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去） 
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看護師特定行為手順書（脱水症状に対する輸液による補正） 
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看護師特定行為手順書（気管カニューレの交換） 
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看護師特定行為手順書（膀胱ろうカテーテルの交換） 
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特特定定行行為為研研修修修修了了者者ににつついいてて 

 

 

特定行為研修修了者が所属する県内訪問看護ステーション（次ページに一覧を記載） 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/documents/20251031092554.pdf 

 

 

特定行為研修修了者名簿掲載ページ 

https://portal.tokutei-nurse-council.or.jp/graduates/ 

 

 

 

 

県内の特定行為指定研修機関一覧（令和７年９月時点） 

 

（１）学校法人 自治医科大学 自治医科大学 

（２）学校法人 獨 協 学 園  獨協医科大学 

 

 

指定研修機関等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00024.html 
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特定行為研修修了者が所属する県内訪問看護ステーション一覧（２０２５年９月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
※2026年4月～栃木県保健福祉部保健福祉課 

11

特定行為研修修了者が所属する県内訪問看護ステーション一覧（２０２５年９月時点） 
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特特定定行行為為にに係係るる手手順順書書活活用用にに関関すするるＱＱ＆＆ＡＡ 

 

 先生方が特定行為研修修了者・手順書を活用いただくにあたり、よくあるご質問を以

下にお示しいたします。 

 

＜＜ＱＱ１１＞＞  

 手順書発行に関する診療報酬はどのようなものが算定できますか。 

 

＜＜ＡＡ１１＞＞  

 次のとおりです。 

 ・手順書加算 ６月に１回限り、１５０点 

 なお、在宅医療において、特定行為を実施する際には以下のようなものが算定可能で

す。 

 ・在宅療養指導管理料 

 ・訪問看護指示料 ３００点   ・衛生材料等提供加算 ８０点 

  ※上記は令和６年度診療報酬改定時の状況です。今後の改定の状況に応じてご確認願います。 

 

＜＜ＱＱ２２＞＞  

 在宅医療を担う訪問看護ステーションに在籍する特定行為研修修了者はどこにいます

か。 

 

＜＜ＡＡ２２＞＞  

 特定行為研修修了者については、本マニュアル10ページをご覧いただき、ご確認願い

ます。 

 また、特定行為研修修了者が所属する県内訪問看護ステーション（2025 年９月時点）

が本マニュアル11ページに掲載されております。 

 

＜＜ＱＱ３３＞＞  

 特定行為研修修了者が連携している訪問看護ステーション等にいない場合には、手順

書が活用できないのでしょうか。 

 

＜＜ＡＡ３３＞＞  

 特定行為研修修了者がいない場合は、手順書による特定行為を指示することができま

せん。例えば、カニューレ交換では、病院の看護師が、退院後１か月の間は訪問フォロ

ーに行くことが可能です。その間に在宅患者さんに、訪問看護ステーションの看護師と

病院の特定行為研修修了者が連携し、アウトリーチして一緒に在宅で交換に行くことも

あります。 

 今後、病院との連携を促進し、病院に在籍している特定行為研修修了者の活用が期待

されます。 
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＜＜ＱＱ４４＞＞  

 手順書の指示期間に決まりはありますか。 

 

＜＜ＡＡ４４＞＞  

 手順書の指示期間に決まりはありませんが、患者さんの状態変化に合わせて適宜、見

直しをする必要があります。 

 状態が安定した患者さんであっても、状態変化に合わせた手順書を発行する観点から

在宅医療（訪問看護）における指示期間は、長くとも半年を推奨いたします。 

  

＜＜ＱＱ５５＞＞  

 特定行為を実施するうえで、患者さんに同意書を求める必要がありますか。 

 

＜＜ＡＡ５５＞＞  

 訪問看護や医療訪問において、医師が特定行為の実施を研修修了看護師に指示する場

合には、可能な範囲で、安全に実施できる研修を受けた看護師が行わせてもらうことを

説明し、了解を得ていただくことは必要です。診療所のほうで同意書という文書自体は

必須ではありませんが、実施する訪問看護ステーションでは、必要に応じ同意書を取得

できるように準備しておくことをお勧めします。（参考例：栃木県看護協会作成を本マニ

ュアル15ページに掲載しております。） 

 

＜＜ＱＱ６６＞＞  

 手順書の項目にある実施後の報告、連絡方法について作成・実行していく上で留意し

ておくことはありますか？ 

 

＜＜ＡＡ６６＞＞  

 特定行為研修を修了した看護師が、手順書に基づいて安全かつ円滑に活動するために

は、「報告・連絡」のルール作りが極めて重要です。単に「報告する」と決めるだけでな

く、「いつ」「誰に」「どのような手段で」「何を」伝えるかを、現場の実態に合わせて具

体化しておく必要があります。 

 

 

＜＜そそのの他他＞＞  

 厚生労働省ホームページ 

 特定行為に係る看護師の研修制度に関するQ&A（2019.11改訂） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/001601888.pdf 
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《 参 考 》
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特特定定行行為為のの説説明明書書及及びび同同意意書書のの例例 
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リリーーフフレレッットト  

 

〇これからの医療を支える看護師の特定行為研修制度ご案内 [医療関係者の皆さまへ] 

https://www.mhlw.go.jp/content/001601883.pdf 

 

 

 

〇訪問看護de特定行為 [医師向け] 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（紹介編） 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/leaflet-homonkangode-dr.pdf 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（協働編） 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/leaflet-homonkangode-dr-2.pdf 

 

〇訪問看護de特定行為 [訪問看護ステーション管理者向け] 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（導入編） 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/leaflet-homonkangode-kanri.pdf 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（研修受講編） 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/leaflet-homonkangode-kanri-2.pdf 

 

   一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

    https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/leaflet/ 

 

 

 

※P.22 (紹介編）およびP.28 (導入編）の下部に記載の診療報酬は、【令和６年度診療

報酬改定時】の状況です。 

 今後の診療報酬改定の際には、必ずご確認いただきますようお願いいたします。 
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 MINEKO UEDA

 和3年5月改訂

 える 
医師・ 歯科医師があら かじ め

作成し た｢手順書｣に基づい

て看護師が行える｢特定行為

（ 診療の補助）｣が明確になり

まし た。

2 身につく
特定行為研修により 、今後の

医療を 支える高度かつ専門

的な知識と 技能を 身につけ

た看護師が育成さ れます。

3 極める 
特定行為研修を 修了し た看

護師が患者さ んの状態を 見

極める こ と で、タ イ ムリ ー

な対応が可能になり ます。

特定行為に係る 看護師の研修制度」で、変わること 

医療 関 係者 の 皆さ ま へ

こ れから の医療を 支える

看護師の特定行為研修制度

案 内   
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 定行為研修は

におい

「 在宅・

 定行

し て短い時

吸器（ 気道確保に係る も の ）関連 
吸器（ 人工 吸療法に係る もの ）関連  

吸器（ 長期 吸療法に係る もの ）関連  
循環器関連

心嚢ド レ ーン 管理関連

胸腔ド レ ーン 管理関連

腹腔ド レ ーン 管理関連

ろ う 孔管理関連

栄養に 係る カ テ ー テ ル管理（ 中心静脈カ テ ー テ ル管理）関連

栄養に 係る カ テ ーテ ル管理（ 末梢留置型中心静脈注射用カ テ ーテ ル管理）関連

創傷管理関連

創部ド レ ーン 管理関連

動脈血液ガス分析関連

透析管理関連

栄養及び水分管理に係る 薬剤投与関連

感染に係る 薬剤投与関連

血糖コ ント ロ ールに係る薬剤投与関連

術後疼痛管理関連

循環動態に係る 薬剤投与関連

精神及び神経症状に係る 薬剤投与関連

皮膚損傷に係る 薬剤投与関連

 直接動脈穿刺によ

●手順

　 その

●医師

●各医療現場の判断で、

手順書っ
● 定行為は、診療の補助であって、看護師が行う 医療行為のう ち、手順書により 行う 場合には、実践的な理解力、

　 思考力および判断力、高度かつ専門的な知識・ 技能が に必要と さ れるも のと し て定めら れた38の行為です。

●38の 定行為は、21の 定行為区分に整理さ れており 、 定行為区分を最小単位とし て研修が行われます。

診療の補助である 特定行為」って何？

れから の医療を支える研修制度 

特定行為の実施の流れ （ 脱水を繰り 返すＡ さ んの例）受講前・ 後でこのよう に変わります

特定行為の実施（ 研修受講前）

医 師
Ａ さ んを 診察後、

脱水症状があれば

連絡するよう 看護

師に指示。

医 師
Ａさ んを診察後、手順

書により 脱水症状が

あれば点滴を実施す

るよう 看護師に指示。

Ａ さ んを 観察し 、

脱水の可能性を疑

う 。

医師にＡ さ んの状

態を報告。

医 師
医師から 看護師に

点滴を実施するよ

う 指示。

点滴を実施。 医師に結果を報告。

団塊の世代が7 5 歳以上と なる 2 0 2 5 年に向け、今後の医療を 支える ために保健師

助産師看護師法が一部改正さ れまし た。平成27 年10 月１ 日から 手順書により  定行

為を 行う 看護師に対し 、「  定行為研修」の受講が義務づけら れまし た。

事　 項

当該手順書に

看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

診療の補助の内容

 定行為を行う と き に

医療の

と の連絡が必要と なっ た場合の連絡体

 定行為を行っ た後の医師又は歯科医師に対する報告の

特定行為区分（ 2 1 ） 特定行為（ 3 8 ）

 口用気管チュ ーブ又は 鼻用気管チュ ーブの位置の調整

侵襲的陽圧換気の設定の変更　 非侵襲的陽圧換気の設定の変更　 人工呼吸管理がなさ れている者に対する鎮静薬
の投与量の調整　 人工呼吸器から の離脱

気管カ ニュ ーレ の交換

一時的ペースメ ーカ の操作及び管理　 一時的ペースメ ーカ リ ード の抜去　  皮的心肺補助装置の操作及び管理
大動脈内バルーン バン ビ ン グから の離脱を 行う と き の補助の頻度の調整

心嚢ド レ ーンの抜去

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更　 胸腔ド レ ーン の抜去

腹腔ド レ ーンの抜去（ 腹腔内に留置さ れた穿刺針の抜針を 含む。）

胃ろ う カ テーテル若し く は腸ろ う カ テーテル又は胃ろ う ボタ ン の交換　 膀胱ろ う カ テーテルの交換

中心静脈カ テーテルの抜去

末梢留置型中心静脈注射用カ テーテルの挿入

褥瘡又は慢性創傷の治療における 血流のない壊死組織の除去　 創傷に対する 陰圧閉鎖療法

創部ド レ ーンの抜去

直接動脈穿刺法によ る 採血　 橈骨動脈ラ イ ン の確保

急性血液浄化療法における 血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理

持続点滴中の高カ ロ リ ー輸液の投与量の調整　 脱水症状に対する 輸液によ る 補正

感染徴候がある 者に対する 薬剤の臨時の投与

イ ン スリ ン の投与量の調整

硬膜外カ テーテルによ る 鎮痛剤の投与及び投与量の調整

持続点滴中のカ テコ ラ ミ ン の投与量の調整　 持続点滴中のナト リ ウム、 カ リ ウム又はク ロ ールの投与量の調整　
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整　 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

抗けいれん剤の臨時の投与　 抗精神病薬の臨時の投与　 抗不安薬の臨時の投与

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出し たと き のステロ イ ド 薬の局所注射及び投与量の調整

Ａ さ んを 観察し、

脱水の可能性を

疑う 。

医師に報告病状の範囲外

領域別パッ ケージ研修の概要

在宅領域に

区分別科

す

ろう

創傷管

栄養及

薬剤投与関

呼吸

特定行為区分

特定行為の実施（ 研修受講後）

看護師 看護師 看護師 看護師

看護師 手順書に示さ れた 手順書により タイムリ ーに

病状の範囲内 点滴を実施
医師に

結果を 報告

※ 定行為以外の診療の補助と

　 るか」

　 勘案
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 定行為研修は 定行為区分ごと に受講するよう に定めら れていますが、領域別パッ ケージ研修は、各領域

において一般的な患者を 想定し 、実施頻度が高いと 想定さ れる 定行為を ま と めた研修で す。領域には、

「 在宅・ 慢性期領域」、「 外科系基本領域」など があり ます。

 定行為区分のう ち 一部の 定行為の研修を 受講する ので、  定行為区分ごと に研修を 受ける のと 比較

し て短い時間数で研修を 修了すること ができます。

 直接動脈穿刺による採血」 に係る手順書のイメ ージ

●手順書は、医師・ 歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、

　 その指示と し て作成する 文書または電磁的記録のこと です。

●医師・ 歯科医師は手順書を 適用する 際に、患者さ んと 看護師を  定し ます。

●各医療現場の判断で、具体的内容を 追加すること も できます。

呼吸状態の変化に伴い迅速な対応が必要になりう る患者

以下のいずれも が当てはまる場合

呼吸状態の悪化が認めら れる（ Sp O2 、呼吸回数、 血圧、 脈拍等）

意識レ ベルの低下（ GCS○点以下又は JCS○桁以上） が認めら れる

病状の範囲に合致する場合は、 直接動脈穿刺による採血を実施

穿刺部位の拍動がし っ かり 触れ、 血腫がない

手順書による指示を行っ た医師又は歯科医師に採血の結果と 呼吸状態

を報告する（ 結果が出たら 速やかに報告）

1 . 平日日勤帯　 　 担当医師又は歯科医師に連絡する

2 . 休日・ 夜勤帯　 当直医師又は歯科医師に連絡する

手順書って何？
実践的な理解力、

に必要と さ れるも のと し て定めら れた38の行為です。

ます。

んの例）

医師に結果を報告。

保健師

定行

事　 項

当該手順書に係る 定行為の対象と なる患者

看護師に診療の補助を 行わせる患者の病状の範囲

診療の補助の内容

 定行為を行う と き に確認すべき 事項

医療の安全を 確保するために医師又は歯科医師

と の連絡が必要と なっ た場合の連絡体制

 定行為を行っ た後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

具体的な 内容

する鎮静薬

皮的心肺補助装置の操作及び管理

持続点滴中のカ テコ ラ ミ ン の投与量の調整　 持続点滴中のナト リ ウム、 カ リ ウム又はク ロ ールの投与量の調整　

領域別パッ ケージ研修の概要

領域別パッ ケージ研修について 

在宅領域に関連し た

区分別科目を

すべて受講する 場合

在宅・ 慢性期領域

パッ ケージを

受講する 場合

3 3 0 時間 3 11 時間

ろう 孔管理関連

創傷管理関連

栄養及び水分管理に係る

薬剤投与関連

2 2

3 4

1 6

胃ろう カテーテル若しく は腸ろう カテーテル又は胃ろう ボタ ンの交換

膀胱ろう カ テーテルの交換

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

創傷に対する 陰圧閉鎖療法

接続点滴中の高カ ロ リ ー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による 補正

呼吸器（ 長期呼吸療法に係るもの）関連 気管カ ニュ ーレ の交換 8 8 + 5 症例

1 6 + 5 症例

2 6 + 5 症例

1 1 + 5 症例

8 0区分別科目小計 6 1 + 各5 症例

～ 在宅・ 慢性期領域を 受講する場合 ～   

特定行為区分 特定行為 時間数
領域別パッ ケージ 研修の
時間数 実習症例数+

結果を報告

̶

̶

̶

+ 各5 症例

※ 定行為以外の診療の補助と 同様に、 定行為を 行う ときには、「 医師・ 歯科医師が医行為を 直接実施す

　 るか」「 どのよう な指示により 看護師に診療の補助を行わせるか」の判断は、患者さんの病状や看護師の能力を

　 勘案し 、医師・ 歯科医師が行います。
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行為研修は 定行為区分ごと に受講するよう に定めら れていますが、領域別パッ ケージ研修は、各領域

いて一般的な患者を 想定し 、実施頻度が高いと 想定さ れる 定行為を ま と めた研修です。領域には、

慢性期領域」、「 外科系基本領域」など があり ます。

定行為区分のう ち 一部の 定行為の研修を 受講する ので、  定行為区分ご と に研修を 受ける のと 比較

し て短い時間数で研修を 修了すること ができ ます。

直接動脈穿刺による採血」 に係る手順書のイメ ージ

順書は、医師・ 歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、

の指示と し て作成する 文書または電磁的記録のこと です。

医師・ 歯科医師は手順書を 適用する 際に、患者さ んと 看護師を  定し ます。

●各医療現場の判断で、具体的内容を 追加すること も できます。

呼吸状態の変化に伴い迅速な対応が必要になりう る患者

以下のいずれも が当てはまる場合

呼吸状態の悪化が認めら れる（ Sp O2 、呼吸回数、 血圧、 脈拍等）

意識レベルの低下（ GCS○点以下又は JCS○桁以上） が認めら れる

病状の範囲に合致する場合は、 直接動脈穿刺による採血を 実施

穿刺部位の拍動がし っ かり 触れ、 血腫がない

手順書による指示を 行っ た医師又は歯科医師に採血の結果と 呼吸状態

を 報告する（ 結果が出たら 速やかに報告）

1 . 平日日勤帯　 　 担当医師又は歯科医師に連絡する

2 . 休日・ 夜勤帯　 当直医師又は歯科医師に連絡する

手順書って何？

事　 項

手順書に係る 定行為の対象と なる患者

看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

診療の補助の内容

定行為を行う と き に確認すべき 事項

医療の安全を確保するために医師又は歯科医師

と の連絡が必要と なっ た場合の連絡体制

定行為を行っ た後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

具体的な 内容

領域別パッ ケージ研修の概要

領域別パッ ケージ研修について 

在宅領域に関連し た

区分別科目を

すべて受講する場合

在宅・ 慢性期領域

パッ ケージを

受講する 場合

3 3 0 時間 3 11 時間

孔管理関連

創傷管理関連

栄養及び水分管理に係る

薬剤投与関連

2 2

3 4

1 6

胃ろう カテーテル若しく は腸ろう カ テーテル又は胃ろう ボタ ンの交換

膀胱ろう カ テーテルの交換

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

接続点滴中の高カ ロリ ー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による 補正

呼吸器（ 長期呼吸療法に係るもの）関連 気管カ ニュ ーレ の交換 8 8 + 5 症例

1 6 + 5 症例

2 6 + 5 症例

1 1 + 5 症例

8 0区分別科目小計 6 1 + 各5 症例

～ 在宅・ 慢性期領域を 受講する場合 ～   

特定行為区分 特定行為 時間数
領域別パッ ケージ研修の
時間数 実習症例数+

̶

̶

̶

+ 各5 症例

定行為以外の診療の補助と 同様に、 定行為を 行う ときには、「 医師・ 歯科医師が医行為を 直接実施す

　 るか」「 どのよう な指示により 看護師に診療の補助を行わせるか」の判断は、患者さんの病状や看護師の能力を

勘案し 、医師・ 歯科医師が行います。



こ で特定行為研修が受けら れるの？ 
特定行為研修を 行う 指定研修機関は、厚生労働省のウェ ブサイト に掲載し ています。

指定研修機関一覧＞ 

研修を 実施する機関

特定行為研修は厚生労働大臣が指定する研修機関で行います。

研修の内容

研修は、全てに共通して学ぶ「 共通科目」と 、特定行為区分ごと に学ぶ「 区分別科目」に分かれています。

研修は、指定研修機関での講義・ 演習・ 実習によっ て行われ、 一部の指定研修機関では講義と 演習に

「 e -ラ ーニング」 を導入し ています。

修了証の交付

特定行為研修修了後には、指定研修機関より 修了証が交付さ れます。

指定研修機関は、研修修了者の名簿を厚生労働省に報告し ます。

特定行為研修っ て う いう も の？ 

　 本制度は、従来の「 診療の補助」の範囲を 変更するも のではあり ません。

　 こ れまで通り 、看護師は、医師・ 歯科医師の指示で、特定行為に相当する 診療の補助を 行う こ

と ができ ますが、医療機関の皆さ まには、特定行為を 適切に行う こ と ができ る よ う に、「 看護師

等の人材確保の促進に関する法律」（ 平成４ 年法律第8 6 号）第５ 条の規定に基づき 、看護師が自

ら 研修を 受ける機会を 確保でき るよう に配慮を し ていただき たいと 考えています。

　 また、看護師は、保健師助産師看護師法（ 昭和2 3 年法律第2 0 3 号）第2 8 条の２ 及び「 看護師等

の人材確保の促進に関する 法律」第６ 条の規定に基づき 、その能力の開発及び向上に努めてい

ただき たいと 考えています。

特定行為を 適切に行う ために

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087753.html

共通科目 区分別科目

全ての特定行為区分に共通し て必要と さ れる能力

を身につけるための研修

特定行為区分ごとに必要とさ れる能力を身につける

ための研修

共通科目の合計時間数： 時間 区分ごと に設定さ れた時間数： ～ 時間2 5 0 5 34
共通科目の内容 時間数

臨床病態生理学

臨床推論

フィ ジカルアセスメ ント

臨床薬理学

疾病・ 臨床病態概論

医療安全学／特定行為実践

合　 計

  3 0

  4 5

  4 5

  4 5

  4 0

  4 5

2 5 0

特定行為区分 時間数

呼吸器（ 気道確保に係るも の）関連

呼吸器（ 長期呼吸療法に係るも の）関連

創傷管理関連

創部ド レ ーン管理関連

  9

  8

3 4

  5

（ 例）

特定行為研修制度についてのより 詳し い 情報はこちら をご参照く ださ い＞ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
厚生労働省ホームページ

※上記の時間数に加えて、区分に含まれる行為ごと に５ ～10 症例

　 の実習が必要です。
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脱水症状に対する
輸液によ る 補正

気管カ ニュ ーレ の交換褥瘡または
慢性創傷の治療における
血流のない壊死組織の除去

胃ろ う も し く は
腸ろ う カ テーテル
又は胃ろ う ボタ ン の交換

医師

医師から 指示

　 以下の様な手順で特定行為が実施さ れます。

⑤報告

看護師

診療報酬
・ 手順書加算……………6 月に 1 回限り 、 1 5 0 点

・ 衛生材料等提供加算…8 0 点

・ 在宅療養指導管理料…算定でき ます

・ 訪問看護指示料………3 0 0 点

利用者

医師向け
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～暮らし を楽し む、 生きるを楽し む、 尊厳を守るために～

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 紹介編

特定行為の流れ

訪問看護師が在宅で行う 主な特定行為

訪問看護師が特定行為研修を受講するこ と で、 医師があら かじ め作成し た手順書に基づき 、 在宅療養

に不可欠な医療行為を診療の補助と し て担えるよう になり ます。

医師のみなさ まの負担を軽減し 、 働き 方改革を実現するための方策と し て期待さ れています。

①特定行為の説明 ③特定行為の説明
④特定行為

②手順書＊・ 衛生材料

⑤報告

　 以下の様な手順で特定行為が実施さ れます。

＊手順書と は、 医師が看護師に診療の補助（ 特定行為） を 行わせる ために、 その指示と し て作成さ れる 文書であり 、「 看護師に診療の補
助を 行わせる 場合の病状の範囲」、「 診療の補助の内容」 等が記載さ れている も の。 なお、 手順書は医師があら かじ め作成する も のであ
る が、 必要に応じ て看護師と 連携し て作成する こ と も でき る 。
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 える 
医師・ 歯科医師があら かじ め

作成し た｢手順書｣に基づい

て看護師が行える｢特定行為

（ 診療の補助）｣が明確になり

まし た。

2 身につく
特定行為研修により 、今後の

医療を 支える 高度かつ専門

的な知識と 技能を 身につけ

た看護師が育成さ れます。

3 極める 
特定行為研修を 修了し た看

護師が患者さ んの状態を 見

極める こ と で 、タ イ ムリ ー

な対応が可能になり ます。

特定行為に係る 看護師の研修制度」で、変わること 

医 療 関 係 者 の 皆 さ ま へ

こ れから の医療を 支える

看護師の特定行為研修制度

案 内   



▶ 医師へのメ リ ッ ト

訪問看護師の臨床推論に基づく

ア セ ス メ ン ト 、 医学的見地を 踏

ま え た報告、 タ イ ムリ ーな 情報

提供によ り 、 治療判断がス ムー

ズになる。

特定行為研修制度等についてのより 詳し い情報は以下を ご参照く ださ い

［ 厚生労働省］ 特定行為に係る看護師の研修制度
　 　 　 　 　 　 　 　  h ttp s ://w w w .m h lw .g o .jp /stf/se isa k un itsu ite /b uny a /0 0 0 0 07 7 0 7 7 .h tm l

［ 日本医師会］ 看護師の特定行為に係る手順書例集（ 厚生労働省ホームページ）
　 　 　 　 　 　 　 　  h ttp s ://w w w .m ed .o r .jp /doc to r/s ien/s _ s ie n/0 0 9 6 4 2 .h tm l

訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイ ト

https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/詳し く はポータ ルサイ ト を ご覧く ださ い

厚生労働省 日本医師会

スムーズな治療判断 医師の業務量の軽減

訪問看護師による特定行為のメ リ ッ ト

例えば医師が外来診察中、 訪問看護師が在宅で対応可能

● 気管カ ニュ ーレや各種カ テーテル等の定期交換を 訪問看

護師に任せるこ と が可能と なり 、他の業務に専念でき る。

● 病状の変化、 カ テーテル等のト ラ ブルなどに対し 手順書

の範囲で訪問看護師が対応可能と なり 、 医師が早急な対

応を 迫ら れる頻度が減る。

▶ 利用者へのメ リ ッ ト と 具体例

脱水の

予防による

病状の改善

褥瘡の

早期治癒

脱水を 予測し 補液

の必要性を 判断

手順書に従っ て点

滴を 実施

訪問看護師の臨床

推論に基づく アセ

スメ ン ト

訪問看護師に

よ る 在宅での

特定行為

● 生活リ ズムの中で必要な処置を 受ける こ と ができ る

● 臨時の訪問診療の回数が減り 、時間的・ 経済的負担が

軽減する

● 医療機関を 受診する 必要性が減り 、移動の負担も 軽減する

臨床推論に基づく

全身のアセスメ ン

ト と 判断

タ イ ムリ ーに処置

を実施・ 変更、 栄

養を 管理

訪問看護師によ る

褥瘡の観察

悪化を予防
メリット 1

治癒を促進
メリット 2

生活を守る
メリット 3

訪問看護師の臨床

推論に基づく アセ

スメ ン ト

訪問看護師によ る

褥瘡の観察治癒を促進

訪問看護師に

よ る 在宅での

特定行為

生活を守る

3

脱水の

予防による

病状の改善

軽減する

褥瘡の

早期治癒

令和4 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業（ 訪問看護ステーショ ンにおける特定行為研修制度普及事業）　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会令和4 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業（ 訪問看護ステーショ ンにおける特定行為研修制度普及事業）　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会
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ってく

ズや皮

ます

もし て

ので、

も かか

看護師による特定行為を 受けた

るこ

問が

象にな

　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会

脱水症状に対する
輸液によ る 補正

気管カ ニュ ーレ の交換褥瘡または
慢性創傷の治療における
血流のない壊死組織の除去

胃ろ う も し く は
腸ろ う カ テーテル
又は胃ろ う ボタ ン の交換
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de

～医療と 暮らし の架け橋と なる訪問看護師の特定行為～

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 協働編

特定行為研修修了後の看護師の活動の実際

訪問看護師が在宅で行う 主な特定行為

こ の制度は、 高齢者人口がピ ーク と なり 生産年齢人口も 減少し 続ける 2 0 4 0  年を 見据え、 国が「 特定行為に係る看護師の研

修制度」 の推進と し て在宅医療等を 支える看護師を 養成するも のです。

医師と 特定行為研修を 修了し た訪問看護師が協働するこ と で、 在宅療養に不可欠な医療行為を 診療の補助と し て、 看護師が患

者に提供でき るよう になり ます。 医師と 訪問看護師が協力し 合う こ と で、 患者の在宅療養を 継続でき ると と も に、 医師の方々

の負担軽減と 働き 方改革の実現に貢献し ます。

日本医師会

全国訪問看護事業協会

●ケース 1： 胃ろう カ テーテルの交換

● 看護師が特定行為を行えるこ と を医師
に伝え、 家族に了解を 得て、 手順書を
交付し ても ら っ た

☆褥瘡の状態に合わせて、 頻回に

壊死組織の除去を実施し た

☆使用薬剤の変更を タ イ ムリ ー

に医師へ相談し た

◎壊死組織の除去と 適切な薬剤使

用により 治癒が促進さ れ、 褥瘡

が完治し た

◎褥瘡の治癒に伴い、 全身状態が

改 善し 、 座 位 が 可

能と なっ た

●ケース 2 ： 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

主治医から

訪問看護師に

相談
仙骨部に 壊死組織

があり 、 膿瘍

を 形成し て

いた

9 0 歳代  脳梗塞

要介護 5

【 全国訪問看護事業協会】 特定行為訪問看護ステーショ ン 管理者向けポータ ルサイ ト

特定行為研修修了者の事例　 h ttp s ://w w w .zenho k a n .o r . jp /tok u te i/ca sestud y /
事例については、こ ちら

● 娘に看護師が「 特定行為と し て在宅で
胃ろう 交換ができる」 こ と を伝えた

●主治医に看護師によ る 胃ろ う 交換を 提
案し 、 手順書を交付し てもら っ た

☆看護師が 1 ヶ 月に１ 回、

自宅で 胃ろ う 交換を 実

施し た

◎車での移動や外来で待つ時間が

なく なっ た

◎身体的・ 精神的・ 経済的負担を

減ら すこ と ができた

◎生活リ ズ ムを 崩さ

ずに 処置を 受け る

こ と が で き、 全 身

状態が改善し た

娘が訪問看護師に

相談
胃ろ う 交換のための通

院で 身体的苦痛

と 負担が大きく 、

体調悪化を 引き

起こし ていた

9 0 歳代

パーキンソ ン 病

看護師による特定行為を 受けた

褥瘡の状態に合わせて、 頻回に

胃ろ う 交換のための通

院で 身体的苦痛

と 負担が大きく 、

体調悪化を 引き

相談
仙骨部に 壊死組織

があり 、 膿瘍 改 善し 、 座 位 が 可

◎身体的・ 精神的・ 経済的負担を

減ら すこ と ができた

◎生活リ ズ ムを 崩さ

ずに 処置を 受け る

こ と が で き、 全 身
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医師と 特定行為研修修了者は、どのよう な流れで協働するの？

●以下のよう な流れで、 医師と 特定行為研修修了看護師が協働し て、 利用者へ特定行為を実施し ます。

※特定行為の実施にあたり 、「 医師

が医行為を 直接実施する か」「 ど

のよ う な 指示によ り 看護師に診

療の補助を 行わせる か」 の判断

は、 利用者の状態や看護師の能

力を勘案し 、 医師が行います。

はどのよう に作成するの？ 

●手順書と は、医師が看護師に診療の補助（ 特定行為）

を 行わせるために、 その指示と し て作成する文書ま

たは電磁的記録です。

●医師は、 手順書を適用する際に、 利用者を 特定し ま

す。

●手順書は、 医師があら かじ め作成するも のですが、

必要に応じ て看護師と 連携し て作成し ます。

●「 手順書」 と「 訪問看護指示書」 は違う 様式で、 交

付する目的が違います。

▶ 手順書： 看護師に特定行為を行わせる場合に交付

▶ 訪問看護指示書： 訪問看護ステーショ ンに訪問看

護の依頼をする場合に交付

●手順書は、 訪問看護指示書と 共にコ ピーし てカ ルテ

内に保管し ます（ 訪問看護ステーショ ンは原本を 保

管し ます）。

●手順書を交付し た際は、 訪問看護師への指導内容を

指示録と し てカ ルテに記録する必要があり ます。

●既存の手順書（ 厚生労働省ホームページ等から テン

プレ ート を 入手可能） を 利用し 、 利用者の個別性に

合わせて記載すると 簡便にできます。

●下記の「 手順書に必要な記載事項」 以外にも 具体的

内容を 記載するこ と ができ ます。（ 例： 特定行為後、

医師に確認し てもら う 頻度等）

「 看護師による特定行為」

実施の判断※

利用者への特定行為の

説明と 同意

医療器具や衛生材料の

調達と 提供

利用者への

説明と 同意
の確認

『 患者の病状

の確認

※　 　 　 　

医療器具や

衛生材料の確認

　 　 　 　 の

作成と 交付

手順書に沿っ て

1

2

3

4

5

6

❶当該手順書に係る特定行為の対象と なる患者

❷看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

❸診療の補助の内容

❹特定行為を行う と きに確認すべき事項

❺医療の安全を確保するために医師と の連絡が必要と

なっ た場合の連絡体制

❻特定行為を行っ た後の医師に対する報告の方法

手順書に必要な記載事項

●在宅領域における 手順書例集

●特定行為に係る 手順書例集

利用者への

説明と 同意

を交付する際の留意点は？ 

にテンプレート はあるの？ 手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書 手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書
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【 当該手順書に係る 特定行為の対象と なる 患者】

内部スト ッ パーがバルーン タ イ プ である 。 前回の交換時にト ラ ブルがなく 、

2 回目以降の交換で ある 。 定期交換の時期で ある 。

【 診療の補助の内容】

胃ろ う カ テーテル（ バルーン 型） または胃ろ う ボタ ン （ バルーン 型） の交換

【 特定行為を 行っ た後の医師・ 歯科医師に対する 報告の方法】

1. 担当医師へその日のう ち に連絡（ FAX）

2. 毎月の報告書への記載

【 医療の安全を 確保する ために医師・ 歯科医師と の連絡が必要と なっ た場合の連絡体制】

主治医、 当該診療科医師、 または医療安全担当医師へ連絡する

病状の

範囲外

病状の

範囲内

連絡先　 　 ××× ー ××× ー ××××

医療機関名　 ○○○○○○○○

診療科　 ○○○○○○○○

医師氏名　 △△△　 △△△

×××× 年　 ×× 月　 ×× 日

○○訪問看護ステーショ ン 　 殿

不安定

緊急性あり

主治医または

当該診療科医師へ

直接連絡

病状の

範囲外

不安定

緊急性あり

主治医または

当該診療科医師へ

直接連絡

【 看護師に診療の補助を 行わせる 患者の病状の範囲】

　 バイ タ ルサイ ン が安定し ている

　 意識レ ベル、 病状が平常時と 変化がない

　 瘻孔から の出血がない　 出血傾向がない

　 胃ろ う 周囲の皮膚ト ラ ブルがな い

　 交換前のカ テーテルの可動性が良好である

【 特定行為を 行う と き に確認すべき 事項】

　 意識、 バイ タ ルサイ ン の問題がない

　 交換後の腹痛、 出血がない、 あっ ても 持続的な も のではない

　 交換後のカ テーテルの可動性が良好である

　 胃内要物の逆流が確認でき る

利用者氏名：  ◯◯◯  ◯◯◯    様

手順書： 胃ろう カテーテル又は胃ろう ボタ ンの交換
テン

別性に

体的

為後、

医療器具や衛生材料の

調達と 提供

報告を受ける

利用者の状態を確認し て指示を出す

必要に応じ て利用者の状態を確認する

医師へ報告し 指示を受ける

『 患者の病状の範囲』

の確認

※　 　 　 　 ❷

病状の範囲内

病状の範囲外

具や

確認

手順書に沿っ て実施するこ と

のテンプレ ート

1

2

3

4

5

6

利用者の

個別性に

合わせて記載

範囲

必要と

法

●在宅領域における 手順書例集 https://w w w .mhlw .g o.jp/content/10 8 0 0 0 0 0/0 0 0 67 9 7 3 5 .pdf

●特定行為に係る 手順書例集 https://w w w .mhlw .g o .jp/fi le/0 6 -Seisak ujouhou-10 8 0 0 0 0 0 -Ise ik yok u/0 0 0 0112 4 6 4 .pd f

利用者の状態を確認し て指示を出す

特定行為の

実施

医師への

報告

在宅領域に
おける
手順書例集

特定行為に
係る手順書例集

？ 

実際の手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書※　 　 　 　手 順 書

手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書
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【 当該手順書に係る 特定行為の対象と なる 患者】

内部ス ト ッ パーがバルーン タ イ プである 。 前回の交換時にト ラ ブルがな く 、

2 回目以降の交換である 。 定期交換の時期である 。

【 診療の補助の内容】

胃ろ う カ テーテル（ バルーン 型） または胃ろ う ボタ ン （ バルーン 型） の交換

【 特定行為を 行っ た後の医師・ 歯科医師に対する 報告の方法】

1. 担当医師へその日のう ち に連絡（ FAX）

2. 毎月の報告書への記載

【 医療の安全を 確保する ために医師・ 歯科医師と の連絡が必要と なっ た場合の連絡体制】

主治医、 当該診療科医師、 または医療安全担当医師へ連絡する

病状の

範囲外

病状の

範囲内

連絡先　 　 ××× ー ××× ー ××××

医療機関名　 ○○○○○○○○

診療科　 ○○○○○○○○

医師氏名　 △△△　 △△△

×××× 年　 ×× 月　 ×× 日

○○訪問看護ステーショ ン 　 殿

不安定

緊急性あり

主治医ま たは

当該診療科医師へ

直接連絡

病状の

範囲外

不安定

緊急性あり

主治医ま たは

当該診療科医師へ

直接連絡

【 看護師に診療の補助を 行わせる 患者の病状の範囲】

　 バイ タ ルサイ ン が安定し ている

　 意識レ ベル、 病状が平常時と 変化がない

　 瘻孔から の出血がな い　 出血傾向がない

　 胃ろ う 周囲の皮膚ト ラ ブルがない

　 交換前のカ テーテルの可動性が良好である

【 特定行為を 行う と き に確認すべき 事項】

　 意識、 バイ タ ルサイ ン の問題がない

　 交換後の腹痛、 出血がない、 あっ て も 持続的なも ので はない

　 交換後のカ テーテルの可動性が良好である

　 胃内要物の逆流が確認でき る

利用者氏名：  ◯◯◯  ◯◯◯    様

手順書： 胃ろう カテーテル又は胃ろう ボタ ンの交換

の
報告を受ける

利用者の状態を確認し て指示を出す

必要に応じ て利用者の状態を確認する

医師へ報告し 指示を受ける

状の範囲』

確認

　 　 　 　 ❷

病状の範囲内

病状の範囲外

て実施するこ と

のテンプレート 利用者の

個別性に

合わせて記載

在宅領域における 手順書例集 https://w w w .mhlw .g o.jp/content/10 8 0 0 0 0 0/0 0 0 6 7 97 3 5 .pd f

特定行為に係る 手順書例集 https://w w w .mhlw .g o.jp/fi le/0 6 -Seisa ku jouhou-10 8 0 0 0 0 0 -Iseik yoku/0 0 0 0112 4 6 4 .pd f

利用者の状態を確認し て指示を出す

特定行為の

実施

医師への

報告

在宅領域に
おける
手順書例集

特定行為に
係る手順書例集

実際の手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書

　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書　 　 　 　手 順 書

手 順 書手 順 書手 順 書手 順 書



●いつも 来ている顔見知り の看護師が処置を行ってく

れること で、日頃不安に思う こと（ 器具のサイズや皮

膚ト ラブルなど） を気軽に聞けるので、安心できます

●生活リ ズムを崩さ ず、 ケアを 行う 流れで処置もし て

く れるので助かり ます

●処置のために病院に連れて行かなく ても よいので、

待つ時間や移動する時間がなく なり 、 交通費も かか

ら なく なり まし た

看護師による特定行為を 受けた

利用者や家族の声

●在宅療養指導管理料を算定するこ と ができます。

●「 訪問看護指示料 3 0 0 点」「 手順書加算 15 0 点（ ６ 月に１ 回限り ）」「 衛生材料等提供加算 8 0 点」 を算定するこ

と ができます。

どのよう な診療報酬が請求でき るの？

●介護保険の利用者は併用可能です。

●医療保険の利用者は、 併用可能な場合があるので、 各訪問看護ステーショ ンにお問い合わせく ださ い。

　 ただし 、 同一日の訪問はできません。

●医療保険の場合、 創傷処置関連の研修を修了し た看護師は、 他の訪問看護ステーショ ンの利用者への同行訪問が

できます。

他の訪問看護ステーショ ンと の併用はでき るの？

●医師が「 看護師による特定行為」 実施の必要性を判断し 、 手順書を交付すれば、 年齢や疾患に関わら ず対象にな

り ます。

●医療保険の利用者も 介護保険の利用者も 対象になり ます。

どのよう な患者でも 対象になる の？

●訪問看護指示書を交付し ているステーショ ンの看護

師が適切な時に特定行為を実施するこ と で、 安心し

て協働でき、 患者の処置を任せら れます

●報告内容がわかり やすいため治療判断がし やすく 、

早期対応ができます

●診療時間が短縮でき る ため、 より 重症な患者など、

他の患者の診療や処置に時間が使えます

　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会

医師向け

訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為

特定行為研修修了後の看護師の活動の実際

訪問看護師が在宅で行う 主な特定行為

こ の制

修制度

医師と

者に提

の負担

特定行為研修制度等についてのより 詳し い情報は以下を ご参照く ださ い

［ 厚生労働省］ 特定行為に係る看護師の研修制度
h ttp s ://w w w .m h lw .g o .jp /stf/se isa k un itsu ite /buny a /0 0 0 0 0 7 7 0 7 7 .h tml

［ 日本医師会］ 看護師の特定行為研修制度について
h ttp s ://w w w .m ed .o r .jp /doc to r/s ien/s _ s ie n/0 0 9 6 4 2 .h tm l

［ 全国訪問看護事業協会］ 訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイ ト
h ttp s ://w w w .zenh ok a n .o r .jp /tok u te i/

厚生労働省 日本医師会

全国訪問看護事業協会

●ケー

●ケー

仙

が

を

いた
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パ

看護師による特定行為を 受けた

利用者や家族の声

特定行為研修修了看護師と

協働する医師の声

特定行為研修修了看護師と

協働する医師の声

胃

院

と

体

仙

が
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訪問看護ステーショ ン
管理者向け

1 医師から 利用者に

特定行為の説明

2 医師から 手順書の交付と

衛生材料の提供
特定行為の流れ

訪問看護師が在宅で行う 主な特定行為

栄養及び水分管理に係る

薬剤投与関連
褥瘡管理関連

呼吸器（ 長期呼吸療法に

係るも の）関連
ろ う 孔管理関連

脱水症状に対する
輸液によ る 補正

気管カ ニュ ーレ の交換褥瘡または
慢性創傷の治療における
血流のない壊死組織の除去

胃ろ う も し く は
腸ろ う カ テーテ ル
又は胃ろ う ボタ ン の交換
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de

～暮らし を楽し む、 生きるを楽し む、 尊厳を守るために～

こ の制度は、 高齢者人口がピーク と なり 生産年齢人口も 減少し 続ける 2 0 4 0 年を見据え、 在宅医療等

を支える看護師を養成するも のです。

医師があら かじ め作成し た「 手順書」 に基づき 、 看護師が「 特定行為（ 診療の補助）」 を 行います。

在宅でも 訪問看護師にその役割が求めら れています。

3 利用者の体調を アセスメ ント し

手順書に基づいて実施

4 アセスメ ント の内容と

実施し た特定行為を 医師に報告

・ 専門管理加算…2 ,5 0 0 円（ 1 回 / 月）

・ 専門性の高い看護師と の同行訪問…特定行為研修修了者（ 創傷処置関係） が追加

・ 機能強化型訪問看護管理療養費…特定行為研修修了者を 含む、 専門研修を 受けた看護師

が配置さ れているこ と が望まし い要件と し て追加

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 導入編

診療報酬
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脱水症状に対する
輸液によ る 補正

気管カ ニュ ーレ の交換褥瘡または
慢性創傷の治療における
血流のない壊死組織の除去

胃ろ う も し く は
腸ろ う カ テーテ ル
又は胃ろ う ボタ ン の交換
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de

～医療と 暮らし の架け橋と なる訪問看護師の特定行為～

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 協働編

特定行為研修修了後の看護師の活動の実際

訪問看護師が在宅で行う 主な特定行為

制度は、 高齢者人口がピ ーク と なり 生産年齢人口も 減少し 続ける 2 0 4 0  年を 見据え、 国が「 特定行為に係る看護師の研

度」 の推進と し て在宅医療等を 支える看護師を 養成するも のです。

と 特定行為研修を 修了し た訪問看護師が協働するこ と で、 在宅療養に不可欠な医療行為を 診療の補助と し て、 看護師が患

提供でき るよう になり ます。 医師と 訪問看護師が協力し 合う こ と で、 患者の在宅療養を 継続でき ると と も に、 医師の方々

負担軽減と 働き 方改革の実現に貢献し ます。

ース 1： 胃ろう カ テーテルの交換

● 看護師が特定行為を行えるこ と を医師
に伝え、 家族に了解を 得て、 手順書を
交付し ても ら っ た

☆褥瘡の状態に合わせて、 頻回に

壊死組織の除去を実施し た

☆使用薬剤の変更を タ イ ムリ ー

に医師へ相談し た

◎壊死組織の除去と 適切な薬剤使

用により 治癒が促進さ れ、 褥瘡

が完治し た

◎褥瘡の治癒に伴い、 全身状態が

改 善し 、 座 位 が 可

能と なっ た

ース 2 ： 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

主治医から

訪問看護師に

相談
仙骨部に 壊死組織

があり 、 膿瘍

を 形成し て

いた

9 0 歳代  脳梗塞

要介護 5

【 全国訪問看護事業協会】 特定行為訪問看護ステーショ ン 管理者向けポータ ルサイ ト

特定行為研修修了者の事例　 h ttp s ://w w w .zenho k a n .o r . jp /tok u te i/ca sestud y /
事例については、こ ちら

● 娘に看護師が「 特定行為と し て在宅で
胃ろう 交換ができる」 こ と を伝えた

●主治医に看護師によ る 胃ろ う 交換を 提
案し 、 手順書を交付し てもら っ た

☆看護師が 1 ヶ 月に１ 回、

自宅で 胃ろ う 交換を 実

施し た

◎車での移動や外来で待つ時間が

なく なっ た

◎身体的・ 精神的・ 経済的負担を

減ら すこ と ができた

◎生活リ ズ ムを 崩さ

ずに 処置を 受け る

こ と が で き、 全 身

状態が改善し た

娘が訪問看護師に

相談
胃ろ う 交換のための通

院で 身体的苦痛

と 負担が大きく 、

体調悪化を 引き

起こし ていた

9 0 歳代

パーキンソ ン 病

褥瘡の状態に合わせて、 頻回に

胃ろ う 交換のための通

院で 身体的苦痛

と 負担が大きく 、

体調悪化を 引き

相談
仙骨部に 壊死組織

があり 、 膿瘍 改 善し 、 座 位 が 可

◎身体的・ 精神的・ 経済的負担を

減ら すこ と ができた

◎生活リ ズ ムを 崩さ

ずに 処置を 受け る

こ と が で き、 全 身



目科別分区目科通共

以下のいずれか

■ 全て通学

■ eラーニング
+

　 一部通学

例　 創傷管理関連を受講する場合

＜特定行為区分＞　 　 　 　 ＜特定行為＞　 　 　 　 　   ＜実習施設＞

例　 創傷管理関連

● 褥瘡又は慢性創傷の

　  治療における血流の

　  ない壊死組織の除去

● 創傷に対する陰圧閉

　  鎖療法

協力施設の訪問看護

ステーショ ン（ 勤務先）

協力施設の病院など

（ 勤務先外）

悪化を予防
メリット 1

治癒を促進
メリット 2

生活を守る
メリット 3

以下のよう な研修の受講により 、 今後の医療を 支える高度かつ

専門的な知識と 技能を身につけます。

・ 在宅で行う 主な特定行為研修の受講には、 研修機関や区分別科目にも よ り ますが、 概ね1 年～1 年半

かかり ます。

・ eラ ーニン グが活用でき るため、 就労し ながら の受講が可能です。

本制度は、 従来の「 診療の補助」 の範囲を変更するも のではあり ません
こ れまで通り 、 看護師は医師の指示で特定行為に相当する診療の補助を行う こと ができます。A

こ の研修を 受けていなければ、現在行っ ている医行為（ 診療の補助）は行えなく なり ますか？
ＱＱＱ

▶ 利用者へのメ リ ッ ト と 具体例

▶ 事業所へのメ リ ッ ト

質の高い医療の提供

脱水の

予防によ る

病状の改善

褥瘡の

早期治癒

脱水を 予測し 補液

の必要性を 判断

手順書に従っ て点

滴を 実施

訪問看護師の臨床

推論に基づく アセ

スメ ン ト

訪問看護師に

よ る 在宅での

特定行為

● 生活リ ズムに沿っ た処置が可能になる
● 受診に伴う 移動への身体的負担が軽減さ れる
● 通院のための時間や病院での待ち時間が不要になる
● 受診や訪問診療の回数が減り 、 経済的負担が軽減さ れる

臨床推論に基づく

全身のアセスメ ン
ト と 判断

タ イ ムリ ーに処置

を 実施・ 変更、 栄
養を 管理

訪問看護師による

褥瘡の観察

訪問看護師による特定行為のメ リ ッ ト

特定行為研修のイ メ ージ

実地研修によ る 高度な技術を 修

得し た 訪問看護師が安全に「 特

定行為（ 診療の補助）」 を 行える

看護水準の向上

臨床推論に基づいたアセスメ ン

ト や判断力によ り 、 事業所全体

の看護の力が向上する

医師と の円滑な連携

医学的見地を 踏まえた報告によ

り 、 医師と のコ ミ ュ ニケーショ ン

が円滑になる

治癒を促進 訪問看護師による

褥瘡の観察

訪問看護ステーショ ン 管理者向けポータ ルサイ ト

https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/詳し く はポータ ルサイ ト を ご覧く ださ い

生活を守る
訪問看護師に

よ る 在宅での

特定行為

脱水の

予防によ る

病状の改善

早期治癒

り 、 医師と のコ ミ ュ ニケーショ ン

が円滑になる

令和4 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業（ 訪問看護ステーショ ンにおける特定行為研修制度普及事業）　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会令和4 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業（ 訪問看護ステーショ ンにおける特定行為研修制度普及事業）　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会
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訪問看護ステーショ ン
管理者向け

特定行為研修と は

訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為訪問看護　  特定行為
de

～訪問看護ステーショ ンの看護師のキャリ アアッ プを支援し よう ！～

こ の制度は、 高齢者人口がピ ーク と なり 生産年齢人口も 減少し 続ける 2 0 4 0  年を 見据え、 国が「 特定行為に係る看護師の研

修制度」 の推進と し て在宅医療等を 支える看護師を 養成するも のです。 医師があら かじ め作成し た「 手順書」 に基づき 、 看護

師が「 特定行為（ 診療の補助）」 を 行います。 在宅でも 訪問看護師にその役割が求めら れており 、 国も 予算を つけて推進し て

います。

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 研修受講編

　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会

共通科目

2 5 0 時間

特定行為区分
（ 区分別科目）

5 ～3 4 時間

または

領域別パッ ケージ

61～119 時間

▶  特定行為を 2 1 区分に整理

● 特定行為区分は 2 1 区分あり 、

  特定行為区分（ 区分別科目） ごと に研修を受講し ます

▶  実施頻度が高い特定行為をまと めたも の

● 特定行為区分の一部の研修を 受講するので短い時間数で修了でき

ます
● 研修を免除さ れた特定行為は実施できません
● ｢在宅・ 慢性領域｣、｢外科系基本領域｣など、 6 つの領域があり ます

《   区分別科目（ 8 0 時間） と   在宅・ 慢性期領域パッ ケージ（ 6 1 時間） の違い》

訪問看護師は、 短い時間で受講できる、 下表の《 在宅・ 慢性期領域パッ ケージ研修》 を選択するこ と も 一つの方法です。

※「 各行為 5 症例」 と は特定行為毎に実習で行う 症例数

、

【 厚生労働省 H P】

・ 特定行為区分と は： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077098.html
・ 特定行為研修と は： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077114.html

特定行為区分と は 特定行為研修と は

特定行為区分の名称

呼吸器（ 長期呼吸療法に係るも の）関連

特定行為

気管カ ニューレの交換

胃ろう カ テーテル若し く は
腸ろう カ テーテル又は胃ろう ボタ ンの交換

膀胱ろう カ テーテルの交換

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない
壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

持続点滴中の高カロリ ー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

研修時間数

8 時間

2 2 時間

3 4 時間

1 6 時間

区分別科目

実施の可否

〇

×

〇

〇

×

×

〇

研修免除の可否

－

免除可

－

－

免除可

免除可

－

研修時間数

8 時間

－

1 1 時間

1 6 時間

－

－

2 6 時間

在宅・ 慢性期領域パッ ケージ

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

ろう 孔管理関連

創傷管理関連

計8 0 時間＋
各行為5 症例※

計6 1 時間＋
各行為5 症例※

研修は、 全ての特定行為区分に共通し て学ぶ「 共通科目」 と 、

「 区分別科目」 または「 領域別パッ ケージ」 により 構成さ れています。
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特定行為研修を受講する流れ

指定研修機関☆の選定

特定行為研修の受講で身につけら れる力

研修受講を 乗り 切るために管理者が行う と よい実践例

● 訪

　 ・ 研

　 ・ 非

　 ・ 代

● 受

　 ・ 研

　 ・ 研修

　 ・ 受

● 学

　 ・ 勤

　 ・ e

　 ・ 定

◆ 取得し たい特定行為区分の研修を行っ ているか

◆ 指定研修機関で実習が可能か

◆ 研修の開始時期・ 期間（ 概ね１ 年～１ 年半が目安）

◆ 費用はどのく ら い必要か

◆ 厚生労働大臣指定教育訓練講座の指定を 受けて

いるか（ 指定を受けている給付金が利用できる）

◆ 具体的な履修方法

◆ 募集期間はいつか

講義・ 演習

●共通科目（ 2 5 0 時間）＋区分別科目（ 5 ～ 3 4 時間）または領域別パッ ケージ研修（ 6 1 ～ 119 時間）を受講

する

受講形式

●指定研修機関で受講する

　（「 全て通学」または「 職場や自宅で e ラ ーニング ＋ 一部通学」での受講）

●以下のこ と を確認し て選ぶと よいでし ょ う 。

実  習

修  了

実習先

●指定研修機関で実習が可能な場合

　 　 ・ 研修機関で実習する

　 　 ・ 協力施設♯である訪問看護ステーショ ンや病院で実習する

●指定研修機関で実習ができ ない場合

　 　 ・ 協力施設である訪問看護ステーショ ンや病院を受講者が探し て実習する

●所属の訪問看護ステーショ ンが協力施設になれば、 自事業所で実習が可能であり 、 地域のク リ ニッ ク 等

と 連携し ながら 実習を 行う こ と で、 修了後の活動を円滑に進めるこ と ができます

入  校

☆  指定研修機関と は： 1 または 2 以上の特定行為区分に係る特定行為研修

を行う 学校・ 病院等で、 厚生労働大臣が指定するものをいいます。

試
験
・
評
価

試
験
・
評
価

マネ

特定行為研修修了者が事業所にいるメ リ ッ ト

●特定

　 以下

具体

「 訪問

「 訪問看護ステーショ ン

管理者の実践チェ ッ ク 表」 はこ ちら  ▼

https://w w w .zenhok an.or.jp/tokutei/fl ow /

【 全国訪問看護事業協会】

特定行為研修制度

訪問看護ステーショ ン管理者向け

ポータ ルサイト

https://w w w .zenhok an.or.jp/tokutei/

最新情報・ 詳細は

各指定研修機関へお問合せく ださ い

利用者のニーズにこ たえるこ と ができ
選ばれる事業所になれる

● 

● 

● 

看護師獲得の強みになる

● 

● 

下記の訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト「 指定研修機関の探し 方のご案内」も ご参照く ださ い

協力施設の詳細は下記の訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト「 実習施設について」をご覧く ださ い

左記の

「 給付金

♯協力施設と は、 指定研修機関と 連携協力し 、 特定行為研

修に係る講義、 演習又は実習を行う 指定研修機関以外の

も のをいい、 単に、 特定行為研修を 行う ための教材又は

場所を提供するものは含まれません。

▶  研修機関の探し 方のご案内

▶  実習施設について

▶  給付金・ 助成金・ 都道府県事業について

こ ちらの各項目をクリ ッ クすると

詳細をご覧いただけます
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特定行為研修の受講で身につけら れる力

研修受講を乗り 切るために管理者が行う と よい実践例

● 訪問体制の整備と 看護師の確保

　 ・ 研修受講について他の職員へのコ ンセンサスを図り 、 研修中の代替訪問やフ ォローをお願いする

　 ・ 非常勤職員に可能な範囲で勤務日数を増やし てもら う よう お願いする

　 ・ 代替職員雇用の費用補助金制度（ 県によっ て違いがある） を利用し て、 計画的に看護師を雇用する

● 受講者の金銭的支援

　 ・ 研修期間の給与保障について、 基本給（ 全部あるいは何割か） に関し て経営側と 柔軟に交渉する

　 ・ 研修日は勤務扱いと する

　 ・ 受講料等の費用補助金制度（ 県によっ て違いがある） を利用し て、 受講料や交通費の補助をする

● 学習を継続するための支援

　 ・ 勤務日に自己学習の日を設ける

　 ・ e ラ ーニング学習時間を勤務時間内に確保する

　 ・ 定期的に進捗状況を共有し 、 精神的なサポート をする

厚生労働大臣指定教育訓練講座の指定を 受けて

受講

ク 等

修

フ ィ ジカ ル

アセスメ ント

医師の

思考過程

卓越し た

技術力

ケース

マネジメ ント

判断力

臨床推論

的確な報告

チーム医療

特定行為研修修了者が事業所にいるメ リ ッ ト

●特定行為研修を修了し た看護師が事業所にいるこ と で、

　 以下のよう なメ リ ッ ト があり ます。

具体的な事例については、

「 訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト 」でご覧いただけます

利用者のニーズにこ たえるこ と ができ
選ばれる事業所になれる

● 悪化を予防

● 治癒を促進

● 生活を守る

看護師獲得の強みになる

● 研修体制の充実

● キャ リ アアッ プのチャ ンス

事業所全体の看護水準が向上し
質の高い医療が提供できる

● 臨床推論に基づく アセスメ ント

● 高度で安全な知識と 技術の提供

● 他の看護師への教育による

知識や技術力の向上

コ ンサルテーショ ンや相談機能を
発揮できる

● 研修体制の充実

● キャ リ アアッ プのチャ ンス

医師と の円滑な連携が可能になる

● 医学的見地を踏まえた報告

● タ イ ムリ ーな情報提供

〇〇訪問看護ステーショ ン

い

い

左記の訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト

「 給付金・ 助成金・ 都道府県事業について」 「 訪問看護ステーショ ン管理者の実践チェ ッ ク 表」をご参照く ださ い

研

の

は
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特定行為研修の受講で身につけら れる力

研修受講を 乗り 切るために管理者が行う と よい実践例

訪問体制の整備と 看護師の確保

研修受講について他の職員へのコ ンセンサスを図り 、 研修中の代替訪問やフ ォローをお願いする

非常勤職員に可能な範囲で勤務日数を増やし てもらう よう お願いする

代替職員雇用の費用補助金制度（ 県によっ て違いがある） を利用し て、 計画的に看護師を雇用する

受講者の金銭的支援

研修期間の給与保障について、 基本給（ 全部あるいは何割か） に関し て経営側と 柔軟に交渉する

研修日は勤務扱いと する

受講料等の費用補助金制度（ 県によっ て違いがある） を利用し て、 受講料や交通費の補助をする

学習を継続するための支援

勤務日に自己学習の日を設ける

e ラ ーニング学習時間を勤務時間内に確保する

定期的に進捗状況を共有し 、 精神的なサポート をする

フ ィ ジカ ル

アセスメ ント

医師の

思考過程

卓越し た

技術力

ケース

ネジメ ント

判断力

臨床推論

的確な報告

チーム医療

特定行為研修修了者が事業所にいるメ リ ッ ト

特定行為研修を修了し た看護師が事業所にいるこ と で、

下のよう なメ リ ッ ト があり ます。

体的な事例については、

問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト 」でご覧いただけます

利用者のニーズにこ たえるこ と ができ
選ばれる事業所になれる

● 悪化を予防

● 治癒を促進

● 生活を守る

看護師獲得の強みになる

● 研修体制の充実

● キャ リ アアッ プのチャ ンス

事業所全体の看護水準が向上し
質の高い医療が提供できる

● 臨床推論に基づく アセスメ ント

● 高度で安全な知識と 技術の提供

● 他の看護師への教育による

知識や技術力の向上

コ ンサルテーショ ンや相談機能を
発揮できる

● 研修体制の充実

● キャ リ アアッ プのチャ ンス

医師と の円滑な連携が可能になる

● 医学的見地を踏まえた報告

● タ イ ムリ ーな情報提供

〇〇訪問看護ステーショ ン

の訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイト

金・ 助成金・ 都道府県事業について」 「 訪問看護ステーショ ン管理者の実践チェ ッ ク 表」をご参照く ださ い
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こ の制

修制度

師が「

います

「 特定行為に係る看護師の研修制度」

受講者から のアド バイ ス

【 全国訪問看護事業協会】

訪問看護ステーショ ン管理者向けポータ ルサイ ト

https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/
詳し く はポータ ルサイ ト を ご覧く ださ い

　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会　 　 一般社団法人全国訪問看護事業協会

共通科目

《   区

訪問看

講義・ 演習

在宅・ 慢性期領域別パッ

ケージ 研修を 受講し て、

凝縮さ れた内容を 効率的

に学ぶこ と ができまし た

講義・ 演習

週に1日e ラ ーニング研修を 受け

る 時間を 作っ て も ら っ た ので、

仕事をし ながら 受講を 続けるこ

と ができ まし た

実習期間

５ 日間の連続し た実習期間

で、 区分によ っ ては合計 2

週間の実習期間でし た

実習施設の選び方

事前に、 選択し た分野の症例が実習できるか

問い合わせて、 実習施設を探し まし た

実習施設に宿泊棟を設けている施設も あっ た

ので、 事前に確認すると よいと 思います

研修受講を乗り 切るための工夫

研修生同士のつながり をも ち、 情報交換や進捗度の

確認をするこ と で、 モチベーショ ンを維持し まし た

実習期間

研修機関によっ て実習のパタ ーンはそ

れぞれです。 1 週間や 10 日間を通し

て実習を 行う と こ ろ や、 日時指定で実

習を行う 施設も あり まし た

実習施設の選び方

自宅又はステーショ ンから 近い施設は、 通いやすかっ たです。 子育

て中なので自宅から 通える病院など、 自身の生活スタ イ ルを考えな

がら 指定研修機関の指導者と 相談し まし た

研修受講を

乗り 切るための工夫

家族や職場の理解と 協

力を 得て、 家庭と 学習

を両立し まし た

講義・ 演習

「 教育訓練給付制度」 と 、「 費用補助金制度」 を利用し

たので、 受講費の心配がなく 学べまし た

実習施設の選び方

実習施設は症例が多い施設を 選

ぶと 、 実習がスムーズに進みます

実習期間

実習は 1 行為 2 日～ 3 日通い、 症例に

よっ ては片道 2 時間～ 3 時間かかる病

院に行く こ と も ある ので、 余裕のある

計画を立てた方がよいです

研修受講を乗り 切るための工夫

職場の管理者やスタ ッ フ の協力や励

まし が精神的なサポート になり まし た

【 厚生労働省

・ 特定

・ 特定

管理者の A さ ん
呼吸器関連、 創傷管理関連、
栄養に係るカテーテル管理関連受講

呼吸

栄養
薬剤

ろう

創傷

補助金制度等を 使っ て受講し たＣ さ ん
創傷管理関連・ 栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連受講

子育て中の B さ ん
在宅・ 慢性期領域別
パッ ケージ受講

研修は

「 区分
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de

～訪問看護ステーショ ンの看護師のキャリ アアッ プを支援し よう ！～

制度は、 高齢者人口がピーク と なり 生産年齢人口も 減少し 続ける 2 0 4 0  年を 見据え、 国が「 特定行為に係る看護師の研

度」 の推進と し て在宅医療等を 支える看護師を 養成するも のです。 医師があら かじ め作成し た「 手順書」 に基づき 、 看護

「 特定行為（ 診療の補助）」 を 行います。 在宅でも 訪問看護師にその役割が求めら れており 、 国も 予算を つけて推進し て

す。

「 特定行為に係る看護師の研修制度」 研修受講編

共通科目

2 5 0 時間

特定行為区分
（ 区分別科目）

5 ～3 4 時間

または

領域別パッ ケージ

61～119 時間

▶  特定行為を 2 1 区分に整理

● 特定行為区分は 2 1 区分あり 、

  特定行為区分（ 区分別科目） ごと に研修を受講し ます

▶  実施頻度が高い特定行為をまと めたも の

● 特定行為区分の一部の研修を 受講するので短い時間数で修了でき

ます
● 研修を免除さ れた特定行為は実施できません
● ｢在宅・ 慢性領域｣、｢外科系基本領域｣など、 6 つの領域があり ます

区分別科目（ 8 0 時間） と   在宅・ 慢性期領域パッ ケージ（ 6 1 時間） の違い》

問看護師は、 短い時間で受講できる、 下表の《 在宅・ 慢性期領域パッ ケージ研修》 を選択するこ と も 一つの方法です。

※「 各行為 5 症例」 と は特定行為毎に実習で行う 症例数

労働省 H P】

定行為区分と は： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077098.html
定行為研修と は： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077114.html

特定行為区分と は 特定行為研修と は

特定行為区分の名称

吸器（ 長期呼吸療法に係るも の）関連

特定行為

気管カ ニュ ーレの交換

胃ろう カ テーテル若し く は
腸ろう カ テーテル又は胃ろう ボタ ンの交換

膀胱ろう カ テーテルの交換

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない
壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

持続点滴中の高カ ロリ ー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

研修時間数

8 時間

2 2 時間

3 4 時間

1 6 時間

区分別科目

実施の可否

〇

×

〇

〇

×

×

〇

研修免除の可否

－

免除可

－

－

免除可

免除可

－

研修時間数

8 時間

－

1 1 時間

1 6 時間

－

－

2 6 時間

在宅・ 慢性期領域パッ ケージ

養及び水分管理に係る
剤投与関連

う 孔管理関連

傷管理関連

計8 0 時間＋
各行為5 症例※

計6 1 時間＋
各行為5 症例※

は、 全ての特定行為区分に共通し て学ぶ「 共通科目」 と 、

分別科目」 または「 領域別パッ ケージ」 により 構成さ れています。
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